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１．「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布につ

いて 

  「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法

律第 52 号。以下「改正社会福祉法」という。）」が令和２年６月５日に成立し、同

月 12 日に公布された。 

  改正法は、①地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括

的な支援体制の構築の支援、②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供

体制の整備等の推進、③医療・介護のデータ基盤の整備の推進、④介護人材確保及

び業務効率化の取組の強化などを主な内容としており、今後、令和３年４月の施行

に向け、必要な政省令の改正などの施行準備を順次進めていくこととしている。 

  各地方自治体が施行に向けた準備に円滑に取り組んでいただけるよう、厚生労働

省としても、できる限り早く情報を地方自治体にお知らせしていきたいと考えてい

る。 
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